
証券コード　6946

平成 2 6年６月 1 0日

株 主 各 位
東京都品川区西五反田八丁目１番５号

代表取締役 秋 津 　 勝 彦

第64期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第64期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月26日（木

曜日）午後５時までに到着するよう、ご送付くださいますようお願い申しあげま

す。

敬　具

記

１．日 時 平成26年６月27日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区六番町15番地

主婦会館プラザエフ

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第64期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第64期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役７名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.avio.co.jp）に掲載させていただきま

す。
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

１．当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

　当期におけるわが国経済は、米国経済や新興国経済の減速で輸出が伸び悩

んだものの、政府による積極的な金融・財政政策（いわゆる「アベノミクス」）

や消費税増税前の駆け込み需要等の効果により、家計部門や政府部門を中心

に堅調に推移しました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、企業向けでは震災等の

影響で繰り延べされてきた企業のシステム更改需要や、Windows XPサポート

終了に伴うPCの買い替え需要等が堅調でした。また、政府向けでは防災・防

衛関連を中心とした通信インフラ需要が堅調でした。

　このような状況の中、当社グループは、既存顧客の深耕拡大、海外市場の

開拓、販売店との連携の強化等を行うとともに自動車市場をターゲットとし

た接合機器ＮＲＷ－ＩＮ１６Ｋ４や超解像技術による高精細な画像を得るこ

とができる赤外線サーモグラフィカメラＩｎｆＲｅＣ Ｒ５００等の新製品

を市場に投入し、売上の拡大に努めました。また、超音波接合に強みを持つ

日本ヒューチャア株式会社の全株式を取得し平成25年４月１日付で完全子会

社といたしました。

　当期の連結業績につきましては、国の補正予算の効果等により情報システ

ムが好調に推移したことから連結売上高は前期比15億20百万円増加の272億

75百万円（前期比5.9％増）となり、連結損益は、売上高の増加および費用削

減の効果により営業利益が前期比４億34百万円増加の６億40百万円、経常利

益が前期比４億29百万円増加の５億19百万円、当期純利益が前期比12億26百

万円増加の４億２百万円となりました。

　また、当期の期末配当につきましては、当期純利益を計上したものの、配

当可能な十分な利益を出すことができず、まことに遺憾ながら普通株式、第

１種優先株式および第２種優先株式は無配とさせていただきます。
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(2) 部門別の事業の概況

情報システム

　情報システムについては、国の補正予算の効果等により誘導･搭載関連装

置等が好調だったため売上高は大幅に増加しました。セグメント利益は、

売上高の増加および費用削減に努めたことにより大幅に増加しました。

　この部門の当期の売上高は163億55百万円（前期比9.3％増）、セグメン

ト利益は前期比３億29百万円増加の８億51百万円であります。

電子機器

　電子機器については、赤外線・計測機器が映像機器の収束により減少し

たものの、接合機器の日本ヒューチャア株式会社の買収効果により全体で

は売上高は増加しました。

　セグメント利益は、売上高の増加により改善しましたが、赤外線・計測

機器の競争激化により利益を出すまでには至りませんでした。

　この部門の当期の売上高は71億96百万円（前期比1.5％増）、セグメント

損益は前期比92百万円改善の２億95百万円の損失であります。

プリント配線板

　プリント配線板については、高付加価値製品への集約を進めた結果、売

上高はほぼ横ばいとなりましたが、セグメント利益は増加しました。

　この部門の当期の売上高は37億23百万円(前期比0.8％増)、セグメント利

益は前期比12百万円増加の84百万円であります。

(3) 設備投資の状況

　当期は、情報システム用生産設備の増強などに総額６億円の設備投資を行

いました。

(4) 資金調達の状況

　当社は、運転資金の機動的な調達を行うために主要取引金融機関とコミッ

トメントライン契約を締結しております。
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(5) 他の会社の株式取得の状況

　当社は、接合機器強化のため、平成25年４月１日を効力発生日とし、日本

ヒューチャア株式会社の全株式を取得し、子会社といたしました。

(6) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、消費税増税前の駆け込み需要の反動による

個人消費の伸び悩みが懸念されるものの、日本政府の経済対策に加え、海外

経済の回復等により緩やかな回復傾向となるものと思われます。

　当社グループは、更なる業績の向上を目指し成長市場の開拓による売上の

拡大、コストダウンの推進、マネジメント力の強化を行ってまいります。部

門別の事業については次のとおりです。

・情報システム

　当社グループの基盤事業として安定した利益の確保を目指し、マネジメ

ント力、ＱＣＤ（品質・コスト・納期）および技術力を強化してまいりま

す。

・電子機器

　接合機器は、超音波機器を中心に、その利用が増加している自動車市場

等での販売の拡大を目指すとともに販売店と連携し海外市場の開拓を推進

します。

　赤外線・計測機器は、原価低減を強力に推進するとともにＲ５００等の

競争力のある新製品を武器に販売の拡大を目指します。

・プリント配線板

　当社に優位性がある防衛･宇宙市場の深耕拡大を推進し、引き続き不採算

製品の整理、高多層板等の高付加価値製品への集約を推進することにより

利益率の改善を目指します。

　以上の諸施策により、収益力を向上させ、累積損失の早期解消と復配を目

指して全社一丸となって邁進する所存であります。
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(7) 財産および損益の状況の推移

①　当社グループの財産および損益の状況の推移

年　度

区　分

平成22年度

（第61期）

平成23年度

（第62期）

平成24年度

（第63期）

平成25年度

（ 当 期 ）

受 注 高(百万円) 27,104 25,892 25,185 27,633

売 上 高(百万円) 29,127 27,565 25,754 27,275

経 常 損 益(百万円) 139 △  531 90 519

当 期 純 損 益(百万円) △ 183 △1,886 △  823 402

１株当たり当期純損益(円) △6.50 △66.78 △29.14 14.26

総 資 産(百万円) 32,751 28,014 28,632 29,665

純 資 産(百万円) 7,123 5,398 6,075 5,811

１株当たり純資産額(円) 223.75 162.73 133.64 124.28

（注）　「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用して

おります。

②　当社の財産および損益の状況の推移

年　度

区　分

平成22年度

（第61期）

平成23年度

（第62期）

平成24年度

（第63期）

平成25年度

（ 当 期 ）

受 注 高(百万円) 22,033 21,782 24,206 26,589

売 上 高(百万円) 24,266 23,002 23,905 26,261

経 常 損 益(百万円) 869 500 290 147

当 期 純 損 益(百万円) 564 △2,528 △1,203 132

１株当たり当期純損益(円) 19.97 △89.46 △42.60 4.70

総 資 産(百万円) 31,194 25,955 27,974 28,947

純 資 産(百万円) 8,076 5,712 6,008 6,140

１株当たり純資産額(円) 257.50 173.85 131.26 135.95

（注）　「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用して

おります。
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(8) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

会 社 名
当社株式の

議決権比率
関 係 内 容

日 本 電 気 株 式 会 社

％

50.24
当社は同社に対して、情報システム製

品等を納入しております。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主要な事業内容

百万円 ％
山梨アビオニクス株式会社 450 100 プリント配線板の製造

福島アビオニクス株式会社 450 100 情報システム製品の製造

(注）１．当社の連結子会社は、上記の重要な子会社２社を含め計４社であります。

　　 ２．日本アビオニクス販売株式会社は、平成25年６月21日付で清算結了しております。

③　重要な技術提携等の状況

　主要な技術提携の相手先は、Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｃｏｒｐ

ｏｒａｔｉｏｎ（米国）であり、各種情報システム製品に関する技術導入

契約を締結しております。
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(9) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）

部 門 主 要 製 品

情 報 シ ス テ ム
誘導・搭載関連装置、表示・音響関連装置、

指揮・統制関連装置、ハイブリッドＩＣ

電 子 機 器 接合機器、赤外線機器、工業計測機器

プ リ ン ト 配 線 板 プリント配線板

(10) 主要な営業所および工場（平成26年３月31日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 品 川 区

府 中 支 店 東 京 都 府 中 市

中 部 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

西 日 本 支 店 大 阪 府 大 阪 市

熊 谷 営 業 所 埼 玉 県 熊 谷 市

横 浜 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

新 横 浜 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

②　主要な子会社

名 称 所 在 地

山 梨 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 山 梨 県 南 ア ル プ ス 市

福 島 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市
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(11) 使用人の状況（平成26年３月31日現在）

①　当社グループの使用人の状況

区 分 使 用 人 数

名

情 報 シ ス テ ム 537

電 子 機 器 192

プ リ ン ト 配 線 板 210

全 社 ( 共 通 ) 140

合 計 1,079

（注）　使用人数は就業人員を表示しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 才 年

772 6 46.0 20.1

（注）　使用人数は就業人員を表示しております。

(12) 主要な借入先（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,361

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,203

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,656

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 608
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２．会社の株式に関する事項（平成26年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 80,000,000株

普 通 株 式 76,000,000株

第１種優先株式

第２種優先株式

4,000,000株

1,500,000株

(2) 発行済株式の総数 30,600,000株

普 通 株 式 28,300,000株

第１種優先株式

第２種優先株式

800,000株

1,500,000株

(3) 株主数 普 通 株 式 3,217名

第１種優先株式

第２種優先株式

１名

１名

（注）　第１種優先株式および第２種優先株式は、日本電気株式会社が全株所有しております。

(4) 大株主の状況(上位10名)

株 主 名
持 株 数

持株比率
普通株式

第 １ 種
優先株式

第 ２ 種
優先株式

合 計

日 本 電 気 株 式 会 社
千株

14,151
千株

800
千株

1,500
千株

16,451
％

 53.85

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

531 － － 531 　1.74

日本アビオニクス従業員持株会 473 － － 473 　1.55

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 441 － － 441 　1.44

バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ユ ー ヨ ー ク
ジーシーエム　クライアント　アカ
ウント　ジエイピーアールデイ
アイエスジー　エフイー－エイシー

302 － － 302 　0.99

クレディ・スイス・セキュリテ
ィーズ（ヨーロッパ）リミテッ
ド  ピービー　オムニバス
クライアント　アカウント

275 － － 275 　0.90

三井住友信託銀行株式会社 249 － － 249 　0.82

伊 藤 　 　 豊 220 － － 220 　0.72

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 218 － － 218 　0.71

松 島 　 敏 雄 211 － － 211 　0.69

（注）　持株比率は、自己株式(48,061株)を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成26年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
執行役員社長

秋 津 勝 彦 経営全般および業務運営の総括

取 締 役
執行役員常務

川 島 雅 幸 接合機器事業部担当

取 締 役
執 行 役 員

関 　 芳 雄 ＭＬＢ事業部担当

取 締 役
執 行 役 員

露 木 　 満
経営企画本部担当
経営企画本部長

取 締 役
執 行 役 員

齊 藤 幸 夫 事業支援本部および情報システム事業担当

取 締 役 西 村 知 典 日本電気株式会社執行役員常務

取 締 役 延　岡　健太郎 一橋大学イノベーション研究センター センター長・教授

監査役(常勤) 清 水 敏 夫

監査役(常勤) 鈴 木 智 雄

監 査 役 山 本 徳 男
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社執行役員

日本航空電子工業株式会社社外監査役

監 査 役 伊 藤 茂 樹 日本電気株式会社宇宙･防衛事業推進本部長

（注）１．平成25年６月27日開催の第63期定時株主総会において、延岡健太郎氏は取締役に、伊

藤茂樹氏は監査役に、それぞれ選任され就任いたしました。

２．取締役　西村知典、延岡健太郎の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は延岡

健太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出ております。

３．監査役　鈴木智雄、山本徳男、伊藤茂樹の各氏は、社外監査役であります。

４．監査役　鈴木智雄および山本徳男の両氏は、日本電気株式会社において長年経理業務

を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．当期中に退任した取締役および監査役の氏名、退任時の会社における地位、退任年月

日および退任理由は次のとおりであります。

氏 名
退任時の会社に
お け る 地 位

退任年月日（退任理由）

清 田 　 瞭 取 締 役 平成25年６月17日（辞任）

古 川 久 生 監 査 役 平成25年６月27日（辞任）
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６．平成26年４月１日付で担当業務を変更いたしました。変更後の担当業務は次のとおり

です。

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役
執行役員常務

川 島 雅 幸 執行役員社長特命事項

取 締 役
執 行 役 員

関 　 芳 雄 執行役員社長特命事項

取 締 役
執 行 役 員

露 木 　 満 経営企画本部およびＭＬＢ事業部担当

取 締 役
執 行 役 員

齊 藤 幸 夫
サプライチェーン推進本部、ＢＰＲ推進本部および
情報システム事業担当

　(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ８名 96百万円

監 査 役 ５名 28百万円

計 13名 124百万円

（注）１．上記には、平成25年６月17日付で退任した取締役１名および平成25年６月27日開催の

第63期定時株主総会終結のときをもって退任した監査役１名を含んでおります。

２．執行役員兼務取締役には、取締役としての報酬のほかに使用人分給与は支払っており

ません。

３．取締役の報酬限度額は、年額２億円以内（平成24年６月28日開催の第62期定時株主総

会決議）、監査役の報酬限度額は、年額４千万円以内（平成19年６月28日開催の第57期

定時株主総会決議）となっております。

(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

（平成26年３月31日現在）

区 分 氏 名 兼 職 状 況

社 外 取 締 役 西 村 知 典 日本電気株式会社執行役員常務

社 外 取 締 役 延　岡　健太郎 一橋大学イノベーション研究センター センター長・教授

社 外 監 査 役 鈴 木 智 雄 なし

社 外 監 査 役 山 本 徳 男
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社執行役員
日本航空電子工業株式会社社外監査役

社 外 監 査 役 伊 藤 茂 樹 日本電気株式会社宇宙・防衛事業推進本部長

（注）１．日本電気株式会社は当社の親会社であり、同社との関係は、前記１．(8) ①親会社と

の関係に記載のとおりであります。

　　　２．一橋大学と当社との間に特別の関係はありません。

　　　３．ＮＥＣネッツエスアイ株式会社および日本航空電子工業株式会社の両社と当社との間

には重要な取引関係はありません。
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②　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役 西 村 知 典
当期に開催された取締役会へは12回中11回出席
し、豊富な経営等に関する経験と専門的知見に基
づく意見を述べ、提言等を行いました。

社 外 取 締 役 延　岡　健太郎
就任後開催された取締役会へは10回すべてに出席
し、製品開発や価値作りに関する豊富な知識と高
い見識に基づく意見を述べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 鈴 木 智 雄

当期に開催された取締役会へは12回すべてに出席
し、監査役会へは13回すべてに出席し、経営会議
その他重要な会議においても議論に参画するな
ど、経理・財務に係る経験と知見に基づく意見を
述べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 山 本 徳 男

当期に開催された取締役会へは12回中11回出席
し、監査役会へは13回中12回出席し、それぞれ経
理・財務に係る経験と知見に基づく意見を述べ、
提言等を行いました。

社 外 監 査 役 伊 藤 茂 樹
就任後開催された取締役会へは10回すべてに出席
し、監査役会へは10回すべてに出席し、それぞれ
専門的知見に基づく質問等を行いました。

③　社外役員の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

社外役員の報酬等の総額 ７名 26百万円

（注）　　上記には、平成25年６月17日付で退任した取締役１名および平成25年６月27日開催の

第63期定時株主総会終結のときをもって退任した監査役１名を含んでおります。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役　西村知典、延岡健太郎の両氏ならびに社外監査役　

山本徳男、伊藤茂樹の両氏とは、会社法第423条第１項に定める損害賠償責

任の限定契約を同法第427条第１項の規定に基づき締結しており、当該契約

に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額としておりま

す。
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４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 41百万円

②　当社および子会社が支払うべき金銭その他財産上の
利益の合計額

41百万円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務執行に支障があると判断した場合、監査役

会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解

任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

(4) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容

　該当事項はございません。
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５．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制に関し次のとおり取締役会

にて決議しております。

　当社は、次のとおり会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第

100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する基本方針を定める。当

社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必

要な改善措置を講じることによって、内部統制システムの整備に努める。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

①　取締役および執行役員は、当社および当社子会社（以下Ａｖｉｏグル

ープという。）における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人に

よる法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定した「Ａ

ｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」を

率先垂範する。

②　取締役会は、「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグ

ループ行動規範」の周知徹底のための活動を経営企画本部に行わせ、監

査部に各部門における実施状況の監査、問題点の指摘および改善策の提

案などの支援を行わせる。

③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの社会的責任の遂行のために執行役員

社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの維持、

改善に務める。

④　取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の遵守に関する

重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅

滞なく取締役会において報告する。

⑤　Ａｖｉｏグループにおける法令違反または「Ａｖｉｏグループ企業行

動憲章」もしくは「Ａｖｉｏグループ行動規範」の違反またはそのおそ

れのある事実に関する主な情報の提供先または相談窓口は、監査部とす

る。監査部は内部者通報制度「アビオ・コンプライアンスホットライン」

の周知徹底をはかり、違反事実またはそのおそれのある事実の発見に努

める。
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⑥　ＣＳＲ・コンプライアンス委員会は、ＡｖｉｏグループのＣＳＲ・コ

ンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明およ

び再発防止の審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の

整備・改善の推進を行う。

⑦　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して

は、一切の関係を遮断し、全社を挙げて毅然とした態度で臨むものとす

る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

①　取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等の保存およ

び管理については、「文書規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

②　情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本規程」に基づ

き、情報セキュリティ体制の維持・向上のための施策を継続的に実施す

る。

③　株主総会議事録、取締役会議事録などその作成および保存に関する法

令の定めがある文書等については、法令に従い適正に作成し、適切に保

存・管理する。

④　企業秘密については、「企業秘密管理規程」に基づき適切に管理する。

⑤　個人情報については、法令および「個人情報保護規程」に基づき厳重

に管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　重要なリスクについては、リスク管理の基本方針に基づき、経営会議

でその対策について十分な審議を行ったうえで、必要に応じて取締役会

に報告する。

②　経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、

必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関係

部門において分析および対策を検討する。

③　各部門のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況の監査は、監査

部が行う。
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(4) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

①　取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権

限委譲を行うことにより、事業運営に関して迅速な意思決定および機動

的かつ効率的な職務執行を推進する。

②　取締役会は、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催

し、機動的な意思決定を行う。また、取締役会付議事項については、経

営会議で事前に審議を行う。

③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの中期経営計画、予算を決定し、その

進捗状況を報告させ、執行状況を監督する。

④　執行役員は、取締役会で定めた中期経営計画および予算に基づき効率

的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、執行役員、本部長、

事業部長等で構成される事業執行会議で確認する。

⑤　代表取締役等は、適宜、取締役会で取締役および執行役員の職務執行

状況について報告する。

⑥　執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、職務権限規程に基づき

適正かつ効率的に行う。

⑦　執行役員は、職務執行の効率化をはかるため、各種業務用情報システ

ムの構築、運用および改善を行う。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　子会社に対して、取締役および監査役の派遣ならびに「Ａｖｉｏグル

ープ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」に基づく当社

主管部門による日常的な管理を行うとともに、子会社の遵法体制その他

その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を

行う。

②　当社の親会社である日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）の

当社主管部門と日常的な連携を行うとともに、必要に応じて遵法体制そ

の他当社の業務の適正を確保するための体制の整備についてＮＥＣと協

議する。

③　子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当

社において、経営会議での審議、決裁および取締役会への付議を行う。

④　監査部に業務の適正性に関する子会社の監査を行わせる。

⑤　監査役は往査を含め、子会社の監査を行い、監査に関してＡｖｉｏグ

ループの監査役と意見を交換し、連係をはかる。
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⑥　監査役は、ＮＥＣグループにおける業務の適正の確保のため、ＮＥＣ

グループ監査役との情報の交換および協議を行い、連係をはかる。

⑦　Ａｖｉｏグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取

引法その他関連法令等に基づき、評価、維持、改善等を行い、財務報告

の信頼性を確保する。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立

性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人が必要な場合、適切な使用人をその任

にあて、当該使用人について業務執行からの独立性を確保する。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制

①　取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行

状況その他に関する報告を行う。

②　監査部長は、監査役に対し、内部者通報制度「アビオ・コンプライア

ンスホットライン」の運用状況について定期的に報告し、取締役に「Ａ

ｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」に

違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、

直ちに報告する。

③　重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席

する。

②　監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧する

ことができる。

③　監査役は、定時および臨時に監査役会を開催し、監査実施状況等につ

いて情報の交換・協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監

査に関する報告を受け、意見交換を行う。

④　監査役は、監査部および会計監査人との連係をはかり、効果的な監査

業務を遂行する。

（注）　本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受取手形および売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

20,702

2,338

12,838

4,502

691

338

△8

8,962

6,398

1,570

545

204

4,058

19

483

2,081

13

821

1,076

241

△71

流 動 負 債 13,965

支払手形および買掛金 4,353

短 期 借 入 金 6,275

未 払 法 人 税 等 121

賞 与 引 当 金 720

工 事 損 失 引 当 金 8

製 品 保 証 引 当 金 51

そ の 他 2,435

固 定 負 債 9,888

長 期 借 入 金 3,263

再評価に係る繰延税金負債 1,157

退職給付に係る負債 5,444

そ の 他 23

負 債 合 計 23,854

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,504

資 本 金 5,895

資 本 剰 余 金 750

利 益 剰 余 金 △2,128

自 己 株 式 △12

その他の包括利益累計額 1,306

土地再評価差額金 1,973

為替換算調整勘定 3

退職給付に係る調整累計額 △671

純 資 産 合 計 5,811

資 産 合 計 29,665 負 債 純 資 産 合 計 29,665

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 27,275

売 上 原 価 21,449

売 上 総 利 益 5,826

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 5,186

営 業 利 益 640

営 業 外 収 益 59

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 0

為 替 差 益 23

受 取 手 数 料 17

そ の 他 17

営 業 外 費 用 180

支 払 利 息 127

そ の 他 52

経 常 利 益 519

特 別 損 失 78

固 定 資 産 除 却 損 0

減 損 損 失 78

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 440

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 110

法 人 税 等 調 整 額 △73

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 402

当 期 純 利 益 402

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平成25年４月1日期首残高 5,895 750 △2,531 △11 4,102

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 402 402

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 402 △0 402

平成26年３月31日期末残高 5,895 750 △2,128 △12 4,504

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成25年４月1日期首残高 1,973 △0 － 1,973 6,075

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 402

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

4 △671 △667 △667

当 期 変 動 額 合 計 － 4 △671 △667 △264

平成26年３月31日期末残高 1,973 3 △671 1,306 5,811

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　山梨アビオニクス株式会社、福島アビオニクス株式会社、日本ヒューチャア株式会社およ

びＳＯＬＴＥＣ，ＩＮＣ．の子会社４社すべてが連結の範囲に含められている。

　なお、平成25年４月１日付で日本ヒューチャア株式会社の全株式を取得し、連結子会社と

している。また、前期において連結子会社であった日本アビオニクス販売株式会社は清算し

たため、連結の範囲から除いている。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、ＳＯＬＴＥＣ，ＩＮＣ．を除き、連結決算日と一致している。な

お、ＳＯＬＴＥＣ，ＩＮＣ．については、同社の決算日（12月31日）現在の計算書類を使用

して連結決算を行っている。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っている。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

ア　有価証券

その他有価証券

時価のないもの………………………………移動平均法による原価法

イ　たな卸資産

製品、原材料および貯蔵品……………………主として総平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品および未着原材料………………………個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

イ　無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

なお、自社利用ソフトウエアについては、

社内利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっている。

ウ　リース資産………………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零として算定する方法を採用している。

　 ③　重要な引当金の計上基準

ア　貸 倒 引 当 金…………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため､ 

一般債権については貸倒実績率等により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案して計上している。

イ　賞 与 引 当 金…………………………………従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上している。

ウ　工事損失引当金…………………………………請負工事に係る将来の損失に備えるため、

当該損失見込額を計上している。

エ　製品保証引当金…………………………………製品販売後の無償修理費用の支出に備え

るため、過去の実績を基礎とした見積額

を計上している。
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④　重要な収益および費用の計上基準

完成工事高および完成工事原価の計上基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

…………………………………工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）

その他の工事…………………………………工事完成基準

⑤　重要なヘッジ会計の方法

ア　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たし

ている場合は特例処理を採用している。

イ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………………………………………金利スワップ

ヘッジ対象………………………………………借入金の支払利息

ウ　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っている。

エ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有している。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略してい

る。

⑥　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

ア　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させ

る方法については、期間定額基準によっている。

　数理計算上の差異、過去勤務費用および会計基準変更時差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法に

より翌期から費用処理している。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により

費用処理している。

　会計基準変更時差異は、厚生年金基金の代行部分の返上に伴う処理等を除き、

平成12年４月１日から15年による按分額を費用処理している。

イ　消費税および地方消費税の会計処理の方法……税抜方式

ウ　連結納税制度の適用

当社および一部の連結子会社は、連結納税制度を適用している。
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２．会計方針の変更

　退職給付に関する会計基準の適用

　　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職

給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当期末

より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に

掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係

る負債および退職給付に係る資産として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異、

未認識過去勤務費用および会計基準変更時差異未処理額を退職給付に係る負債および退職

給付に係る資産に計上した。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱

いに従っており、当期末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退

職給付に係る調整累計額に加減している。この結果、当期末において、退職給付に係る負

債が5,444百万円、退職給付に係る資産が821百万円計上されるとともに、その他の包括利

益累計額が671百万円減少している。

　なお、１株当たり情報に与える影響は「８．１株当たり情報に関する注記」に記載して

いる。

３．追加情報

　法人税率の変更等による影響

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公

布され、平成26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されない

こととなった。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効

税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は従来の38.01％から35.64％となる。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は62

百万円減少し、法人税等調整額が同額増加している。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産

製品          874百万円

仕掛品        1,812

原材料および貯蔵品        1,804

未着原材料           10

計        4,502

(2) 担保に供している資産

建物および構築物          217百万円

機械装置および運搬具            0

工具器具備品            0

土地        3,289

計        3,506

（注）上記物件は、短期借入金1,697百万円の担保に供している。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 14,981百万円
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(4) 保証債務

      従業員の住宅取得資金の借入金に対する保証      5百万円

(5) 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　　　　　 38百万円

(6) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、平成14年

３月31日に下記方法により事業用土地の再評価を行っている。当期連結貸借対照表記載のう

ち当社の土地の価額は当該再評価額に基づいている。なお、取得価額と再評価額との差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定している。

　当期末において、上記方法により再評価した価額は、連結貸借対照表記載のうち当社の土

地の価額を496百万円下回っている。

(7) 財務上の特約等

　借入金のうち、シンジケート・ローン契約（当期末残高2,467百万円）およびコミットメン

トライン契約（契約総額1,900百万円、当期末借入未実行残高1,360百万円）には、契約期間

中において親会社の持株比率に一定の制限があることおよび連結営業利益等を一定の水準に

維持すること等の財務上の特約等が定められている。

５．連結損益計算書に関する注記

　減損損失

　電子機器の一部の事業用固定資産において収益性の低下により、投資額の回収が見込めな

くなったため、減損損失を特別損失として計上している。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

　当期末日の発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 株 式 数

普 通 株 式 28,300,000株

第１種優先株式 800,000株

第２種優先株式 1,500,000株

合 計 30,600,000株
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７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、電子応用機器の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、

必要な資金を銀行借入により調達している。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運

用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達している。デリバティブは、後述

するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。

② 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

　営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リ

スクに関しては、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の

信用状況を定期的に把握する体制としている。投資有価証券である株式は、業務上の関

係を有する企業の株式である。

　営業債務である支払手形および買掛金は、１年以内の支払期日である。

　借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)である。変動金利

の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものについては、支

払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバ

ティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の

評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定を

もって有効性の評価を省略している。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っ

ており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、

格付けの高い金融機関とのみ取引を行っている。

　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各

社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理している。なお、借入金のうち、

シンジケート・ローン契約およびコミットメントライン契約については、契約期間中に

おいて親会社の持株比率に一定の制限があることおよび営業利益等を一定の水準に維持

すること等の財務上の特約等が定められている。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　「(2）金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等

については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。

－ 25 －



(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成26年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこ

れらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは、次表には含まれていない（下記注記２参照）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額(※)

時価(※) 差額(※)

（1）現金および預金 2,338 2,338 －

（2）受取手形および売掛金 12,838 12,838 －

（3）支払手形および買掛金 　　（4,353) 　　（4,353) －

（4）短期借入金（※※） （4,964) （4,964) －

（5）長期借入金（※※） （4,574) （4,635) △61

（6）デリバティブ取引 － － －

(※)負債に計上されているものについては、( )で示している。

(※※)１年以内に返済予定の長期借入金1,311百万円は「長期借入金」に含めている。

（注)１. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

（1）現金および預金、ならびに（2）受取手形および売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっている。

（3）支払手形および買掛金、ならびに（4）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっている。

（5）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金

利スワップ特例処理の対象とされており(下記（6）②参照）、当該金利スワップと一体

として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見

積られる利率で割り引いて算定する方法によっている。

（6）デリバティブ取引

① ヘッジ会計が適用されていないもの……該当するものはない。

② ヘッジ会計が適用されているもの………ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における

契約額または契約において定められた元本相

当額等は次のとおりである。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法
デ リ バ テ ィ ブ

取 引 の 種 類 等
主なヘッジ対象

契約額等
時価

当該時価の

算 定 方 法うち1年超

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・

受取変動

長期借入金 3,817 2,766 （※）

(※)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載している（上記（5）

参照）。
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２. 非上場株式（連結貸借対照表計上額13百万円）は、市場価格が無く、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め記載していない。

３. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 (単位：百万円）

１年以内

現金および預金 2,338

受取手形および売掛金 12,838

  合  計 15,176

４. 長期借入金の返済予定額　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：百万円）

１ 年 以 内
１年超２年
以 内

２年超３年
以 内

３年超４年
以 内

４年超５年
以 内

長 期 借 入 金 1,311 1,163 716 1,383 －

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 124円28銭

(2) １株当たり当期純利益 14円26銭

（注) 「２．会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計

基準第37項に定める経過的な取扱いに従っている。

この結果、当期の１株当たり純資産額が、23円75銭減少している。

９．企業結合等関係に関する注記

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

　① 被取得企業の名称およびその事業の内容

　　株式取得先（分割会社）の名称　 弟子丸株式会社

　　被取得企業（新設会社）の名称　 日本ヒューチャア株式会社

　　事業の内容　　　　　　　　　　 超音波応用機器および高周波応用機器等の製造、販売

　　（注）弟子丸株式会社は、平成25年３月１日付で日本ヒューチャア株式会社より商号を

変更している。
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　② 企業結合を行った主な理由

　　電子機器事業の中の接合機器を取り巻く事業環境は、携帯情報端末に代表されるデジ

タル機器の小型化高機能化による急激な市場拡大、二次電池等の環境エネルギー関連市

場の需要の高まり等により、市場の拡大が期待されている。

　　このような状況の中で当社は、接合機器事業を戦略成長事業と位置付け、国内市場は

もとより、近年生産拠点として目覚しい発展を遂げている中国、東南アジアを中心にイ

ンド、南米など海外への事業拡大に注力している。

　　今般の株式取得により、日本ヒューチャア株式会社の持つ超音波接合および高周波誘

導加熱における高い技術と、当社の接合技術リソースを融合させ、相互補完による接合

ソリューションの充実はもとより、新たな接合技術の開発等をはかるとともに、グロー

バル市場における接合機器事業の拡大に努める。

　③ 企業結合日

　　平成25年４月１日

　④ 企業結合の法的形式

　　株式取得

　⑤ 結合後企業の名称

　　日本ヒューチャア株式会社

　⑥ 取得した議決権比率

　　企業結合直前に所有していた議決権比率　　   0％

　　企業結合日に追加取得した議決権比率　　　 100％

　　取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　 100％

　⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

　　当社が現金を対価として日本ヒューチャア株式会社の全株式を取得したため。

(2) 連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価およびその内訳

取得の対価 新設会社の普通株式 　　　900百万円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 　　　 38

取得原価 　　　938

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

　① 発生したのれんの金額

　　478百万円

　② 発生原因

　　取得原価が、受け入れた資産および引き受けた負債に配分された純額を上回るため、そ

の超過額をのれんとして会計処理している。

　③ 償却方法および償却期間

　　５年間にわたる均等償却
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(5) 企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

　　流動資産　　　　　　　　　　411百万円

　　固定資産　　　　　　　　　　135

　　資産合計　　　　　　　　　　546

　　流動負債　　　　　　　　　　 43

　　固定負債　　　　　　　　　　 43

　　負債合計　　　　　　　　　　 87

(6) 企業結合が当期の開始の日に完了したと仮定した場合の当期の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

　企業結合日が当期の開始の日（平成25年４月１日）であるため、影響は無い。
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

21,340

2,181

770

11,880

3,400

86

55

561

1,921

478

6

△5

7,607

3,971

441

31

139

3,342

16

84

63

21

3,551

13

1,581

868

932

184

△29

流 動 負 債 13,817

支 払 手 形 315

買 掛 金 3,821

短 期 借 入 金 6,275

未 払 金 1,821

未 払 法 人 税 等 86

未 払 費 用 153

前 受 金 305

賞 与 引 当 金 563

工 事 損 失 引 当 金 8

製 品 保 証 引 当 金 51

そ の 他 416

固 定 負 債 8,988

長 期 借 入 金 3,263

再評価に係る繰延税金負債 1,157

退 職 給 付 引 当 金 4,544

そ の 他 23

負 債 合 計 22,806

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,166

資 本 金 5,895

資 本 剰 余 金 750

資 本 準 備 金 750

利 益 剰 余 金 △2,466

利 益 準 備 金 77

その他利益剰余金 △2,543

繰 越 利 益 剰 余 金 △2,543

自 己 株 式 △12

評価・換算差額等 1,973

土地再評価差額金 1,973

純 資 産 合 計 6,140

資 産 合 計 28,947 負 債 純 資 産 合 計 28,947

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 26,261

売 上 原 価 21,596

売 上 総 利 益 4,664

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 4,408

営 業 利 益 255

営 業 外 収 益 71

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 40

為 替 差 益 12

そ の 他 18

営 業 外 費 用 179

支 払 利 息 134

そ の 他 45

経 常 利 益 147

特 別 損 失 78

固 定 資 産 除 却 損 0

減 損 損 失 78

税 引 前 当 期 純 利 益 68

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 △11

法 人 税 等 調 整 額 △53

当 期 純 利 益 132

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成25年４月１日期首残高 5,895 750 750 77 △2,676 △2,598 △11 4,034

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 132 132 132

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 132 132 △0 132

平成26年３月31日期末残高 5,895 750 750 77 △2,543 △2,466 △12 4,166

評価・換算差額等
純資産合計

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成25年４月１日期首残高 1,973 1,973 6,008

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 132

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － － 132

平成26年３月31日期末残高 1,973 1,973 6,140

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

子会社株式………………………………………移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のないもの………………………………移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準および評価方法

製品、原材料および貯蔵品……………………総平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品および未着原材料………………………個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

②　無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

なお、自社利用ソフトウエアについては、

社内利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっている。

③　リース資産………………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

として算定する方法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①　貸 倒 引 当 金…………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案して計上している。

②　賞 与 引 当 金…………………………………従業員に対する賞与の支給に備えるため､ 

支給見込額を計上している。

③　工事損失引当金…………………………………請負工事に係る将来の損失に備えるため､ 

当該損失見込額を計上している。

④　製品保証引当金…………………………………製品販売後の無償修理費用の支出に備える

ため、過去の実績を基礎とした見積額を計

上している。

⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上している。

ア　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる

方法については、期間定額基準によっている。

イ　数理計算上の差異、過去勤務費用および会計基準変更時差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法によ

り翌期から費用処理している。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費

用処理している。

　会計基準変更時差異は、厚生年金基金の代行部分の返上に伴う処理等を除き、平

成12年４月１日から15年による按分額を費用処理している。
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(4) 重要な収益および費用の計上基準

　　完成工事高および完成工事原価の計上基準

　  当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

              …………………………………工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）

  その他の工事…………………………………工事完成基準

(5) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たして

いる場合は特例処理を採用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………………………………………金利スワップ

ヘッジ対象………………………………………借入金の支払利息

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っている。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有している。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

①　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用および会計基準変更時差

異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異な

っている。

②　消費税および地方消費税の会計処理の方法……税抜方式

③　連結納税制度の適用

　当社および一部の連結子会社は、連結納税制度を適用している。

２．追加情報

法人税率の変更等による影響

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布

され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととな

った。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平

成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01％

から35.64％となる。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は54百

万円減少し、法人税等調整額が同額増加している。

３．貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産

製品 　　　　 613百万円

仕掛品        1,441

原材料および貯蔵品        1,335

未着原材料           10

計        3,400
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(2) 担保に供している資産

建物および構築物          217百万円

機械装置および運搬具            0

工具器具備品            0

土地        3,289

計        3,506

（注）上記物件は、短期借入金1,697百万円の担保に供している。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 7,577百万円

(4) 保証債務

従業員の住宅取得資金の借入金に対する保証 5百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりである。

①　短期金銭債権 4,226百万円

②　長期金銭債権 41百万円

③　短期金銭債務 1,254百万円

(6) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、平成14年

３月31日に下記方法により事業用土地の再評価を行っている。当期貸借対照表記載の土地の

価額は当該再評価額に基づいている。なお、取得価額と再評価額との差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。

再評価の方法

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定している。

　当期末において、上記方法により再評価した価額は、貸借対照表記載の土地の価額を496百

万円下回っている。

(7) 財務上の特約等

　借入金のうち、シンジケート・ローン契約（当期末残高2,467百万円）およびコミットメン

トライン契約（契約総額1,900百万円、当期末借入未実行残高1,360百万円）には、契約期間

中において親会社の持株比率に一定の制限があることおよび連結営業利益等を一定の水準に

維持すること等の財務上の特約等が定められている。

４．損益計算書に関する注記

 関係会社との取引高

①　売上高 8,579百万円

②　仕入高 5,526百万円

③　その他の営業取引高 505百万円

④　営業取引以外の取引高 47百万円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

当期末日における自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 株 式 数

普 通 株 式 48,061株

第１種優先株式 －

第２種優先株式 －

合 計 48,061株

６．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事 業 の 内 容
議決権等の
被所有割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

百万円 ％ 百万円 百万円

親会社 日本電気(株)
東京都
港 区

397,199

パブリック事業、エ
ンタープライズ事
業、テレコムキャリ
ア事業、システムプ
ラットフォーム事業

直接
　50.24
間接
     －

当社の一部
製品の販売

情報システム
製品等の販売

8,501 売掛金 1,989

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

　　　製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社見積価格を提示し、その都度交

渉の上、決定している。

　(2) 子会社等

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

百万円 ％ 百万円 百万円

子会社
山梨アビオ
ニクス(株)

山梨県
南アル
プス市

450
プリント配線板
の 製 造

100

当社が使用
する一部部
品の購入等､
資金の援助､
役員の兼任

資 金 の 回 収 215
関係会社
短期貸付金 1,307

利 息 の 受 取 24 － －

部品の購入等 3,569 買掛金 493

百万円 ％ 百万円 百万円

子会社
福島アビオ
ニクス(株)

福島県
郡山市

450
情報システム製品
の 製 造

100
資金の援助､
役員の兼任

資 金 の 貸 付 6
関係会社
短期貸付金 492

利 息 の 受 取 13 － －

百万円 ％ 百万円 百万円

子会社
日本ヒュー
チャア(株)

東京都
千代田
区

10
超音波応用機器お
よび高周波応用機
器等の製造、販売

100

資 金 の 預
り、役員の兼
任

資 金 の 預 り 353 預り金 353

利 息 の 支 払 1 － －

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

１. 資金の貸付、回収または預りについては、市場金利を勘案して利率を決定している。なお、

基本契約に基づき残高が日々変動するため、取引金額は前期末残高との差引き金額を記載し

ている。

２. 部品の購入等については、市場価格を勘案して決定している。
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(3) 兄弟会社

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事 業 の 内 容
議決権等の
被所有割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

百万円 ％ 百万円 百万円

親会社の
子会社

ＮＥＣネッ
トワーク・セ
ンサ(株)

東京都
府中市

200
防衛省向通信機器、
電子機器の製造販売
お よ び 保 守

－
当社の一部
製品の販売

情報システム
製品等の販売

591 売掛金 348

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

　　　製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社見積価格を提示し、その都度交

渉の上、決定している。

(4) 親会社に関する情報

　日本電気株式会社（東京証券取引所に上場）

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 135円95銭

１株当たり当期純利益 4円70銭

８．企業結合等関係に関する注記

　　　当社は、平成25年４月１日付で日本ヒューチャア株式会社を当社の子会社とした。

　　　なお、詳細については、連結計算書類における「企業結合等関係に関する注記」に記載の

とおりである。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年４月24日

日本アビオニクス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 名 部 　 雅 　 文 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 構 　 康 二 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本アビオニクス株式会社の平成
25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年４月24日

日本アビオニクス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 名 部 　 雅 　 文 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 構 　 康 二 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本アビオニクス株式会社
の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第64期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き審議した結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　当監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査
の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
執行役員、監査部その他の使用人、親会社グループの監査役その他の者と
意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取
締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び執行役員等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び事業所のほか主要な営業拠点において業務及び財産
の状況を監査部と連携して調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び執行役員等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。
　子会社については、その取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、職務の執行状況を聴取するとともに、定期的に事業の報告を受け、
必要に応じて子会社へ赴き、その業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って適切に整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、内容を確認いたしました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。
二　　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
三　　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人の有限責任あずさ監査法人による監査の方法及び結果
は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人の有限責任あずさ監査法人による監査の方法及び結果
は相当であると認めます。

平成26年４月24日

日本アビオニクス株式会社　監査役会

常勤監査役 清 水 敏 夫 
常勤監査役

　  (社外監査役) 鈴 木 智 雄 

社外監査役 山 本 徳 男 

社外監査役 伊 藤 茂 樹 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役７名選任の件

　本総会終結のときをもって、取締役全員(７名)の任期が満了いたしますので、

あらためて取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

１

重任

あき

秋
つ

津
かつ

勝
ひこ

彦

(昭和31年６月５日生)

昭和54年４月　日本電気㈱入社

平成９年７月　同社企画部調査担当部長

平成14年７月　同社経営企画部グループマネージャー

平成16年４月　同社社会インフラソリューション企画

本部長

平成24年４月　当社顧問

平成24年６月　当社代表取締役執行役員社長(現任)

7,000株

２

重任

つゆ

露
 

　
き

木
 

　
 

　
 

　
みつる

満
(昭和29年12月18日生)

昭和60年12月　当社入社

平成14年６月　当社経営企画本部経理部長

平成19年１月　当社製造装置事業部長

平成19年６月　当社執行役員(現任)

平成22年６月　当社取締役(現任)

12,000株

３

重任

さい

齊
とう

藤
ゆき

幸
お

夫
(昭和28年７月30日生)

昭和55年４月　日本電気㈱入社

平成17年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部電波応用

事業部海洋システム部長

平成21年４月　当社情報システム事業部長代理

平成21年６月　当社情報システム事業部長

平成23年６月　当社取締役執行役員(現任)

3,000株

４

新任

あら

新
い

井
たか

孝
お

男

(昭和33年８月23日生)

昭和56年４月　当社入社

平成13年10月　当社情報システム事業部第一技術部長

平成19年６月　当社情報システム事業部長代理

平成21年４月　当社情報システム営業本部長

平成25年１月　当社情報システム事業部長(現任)

平成25年４月　当社執行役員(現任)

－
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候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

５

重任

にし

西
むら

村
とも

知
のり

典

(昭和29年11月５日生)

昭和54年４月　日本電気㈱入社

平成19年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部副事業本

部長

平成20年４月　同社執行役員兼航空宇宙・防衛事業本

部長

平成21年６月　当社取締役(現任)

平成22年４月　日本電気㈱執行役員常務（パブリック

ビジネスユニット担当）(現任)

－

６

重任

のべ

延
 

　
おか

岡
 

　
けん

健
た

太
ろう

郎

(昭和34年３月15日生)

昭和56年４月　マツダ㈱入社

平成６年４月　神戸大学経済経営研究所助教授

平成11年６月　神戸大学経済経営研究所教授

平成20年５月　一橋大学イノベーション研究センター

教授(現任)

平成24年４月　一橋大学イノベーション研究センター

センター長(現任)

平成25年６月　当社取締役(現任)

－

７

新任

もち

望
づき

月
あい

愛
こ

子

(昭和54年５月22日生)

平成14年４月　中央青山監査法人入所

平成17年４月　公認会計士登録

平成19年８月　㈱経営共創基盤入社

平成26年１月　同社ディレクター(現任)

－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．西村知典、延岡健太郎および望月愛子の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、

延岡健太郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立

役員として届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合には引き続き同氏

を独立役員とする予定であります。

３．西村知典氏は、当社の親会社である日本電気㈱の業務執行者であります。

４．西村知典、延岡健太郎および望月愛子の３氏を社外取締役候補者とした理由は次のと

おりであります。

　・　西村知典氏は、日本電気㈱の執行役員としての経験および当社グループの情報シス

テムおよび赤外線機器に関し豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を当社

の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものでありま

す。

　・　延岡健太郎氏は、経営学をはじめ、ものづくりや付加価値を持つ商品開発方法等に

関し長年研究されており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社

外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に会社の経

営に関与された経験がございませんが、上記の理由により、社外取締役として、その

職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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　・　望月愛子氏は、会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経

験を持っており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役

としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に会社経営に関与さ

れたことはございませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切

に遂行できるものと判断しております。

５．西村知典および延岡健太郎の両氏は、現在､当社の社外取締役であり、社外取締役とし

ての在任期間は、本総会終結のときをもって、西村知典氏は５年、延岡健太郎氏は１年

となります。

６．取締役候補者　秋津勝彦、露木満および齊藤幸夫の各氏の当社における担当ならびに

重要な兼職の状況については、「事業報告　３．会社役員に関する事項」10頁に記載の

とおりであります。

７．当社は、社外取締役が期待される職務を十分発揮できるように西村知典および延岡健

太郎の両氏と会社法第423条第１項に定める損害賠償責任の限定契約を同法第427条第

１項の規定に基づき締結しております。その賠償責任限度額は、同法第425条第１項に

定める金額としており、両氏の再任をご承認いただいた場合は､当該契約を継続する予

定です。また、望月愛子氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締

結する予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結のときをもって、監査役　山本徳男氏が辞任いたしますので、あ

らためて監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査役候補

者　松本康子氏は山本徳男氏の補欠ではなく、その任期は選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなり

ます。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

新任

まつ

松
もと

本
やす

康
こ

子

(昭和39年２月２日生)

昭和61年４月　日本電気㈱入社

平成18年４月　同社事業開発本部コーポレートアライ

アンス部統括マネージャー

平成20年４月　同社関連企業部長代理

平成25年４月　同社＜スマートエネルギービジネスユ

ニット＞主席主幹

平成26年２月　同社経営企画本部長代理兼経営企画本

部関連企業部長(現任)

－

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

　　　２．松本康子氏は、新任の社外監査役候補者であります。

３．松本康子氏は、当社の親会社である日本電気㈱の業務執行者であります。

　　　４．松本康子氏を社外監査役候補者とした理由は、日本電気㈱において、財務業務に長年

携わるとともに同社の関連会社を統括する部門において長年マネージャー職を務めてお

り、その経験等により社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社

外監査役としての選任をお願いするものであります。

　　　５．当社は社外監査役がその期待される職務を十分発揮できるよう、松本康子氏が当社の

社外監査役に選任された場合には、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任の限定契

約を同法第427条第１項の規定に基づき締結する予定であります。当該契約に基づく賠

償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額としております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区六番町15番地

主婦会館プラザエフ

N

地下鉄
南北線
四ッ谷駅
麹町方面改札出口３

地下鉄
丸ノ内線
四ッ谷駅
赤坂方面改札出口１JR

四ッ谷
駅聖イグナチオ

教会
上智大学

スクワール
麹町

ロータリー

雙葉
学園

至東京

至半蔵門 新宿通り 至新宿

交番

麹町口

主婦会館プラザエフ

至新宿

外
堀
通
り

ＪＲ(中央線)　　：四ッ谷駅(麹町口)から徒歩１分

地下鉄(丸ノ内線)：四ッ谷駅(赤坂方面改札出口１)から徒歩３分

地下鉄(南北線)　：四ッ谷駅(麹町方面改札出口３)から徒歩２分


